
令和６年１０月２２日
鳥取市役所協働推進課
〒６８０－８５７１
鳥取市幸町７１番地

電話 0857-30-8177

２０２４
No.11
通巻178号

1 1 月 は 児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間 で す

ＤＶ(配偶者からの暴力事案）・ストーカー等の相談機関
・ 警察総合相談電話（２４時間受付） ＃９１１０ または ０８５７-２７－９１１０
・ 警察本部性犯罪１１０番（２４時間受付） ０８５７-２２-７１１０
・ 配偶者暴力相談支援センター
鳥取県福祉相談センター（鳥取県婦人相談所） ０８５７-２７-８６３０（平日8:30～17:15）

鳥取市江津318-1 （緊急の場合は夜間、休日も対応）

児童を守るのは大人の責任です。皆さんからの情報提供が、ＳＯＳを発する児童の発見、
保護につながります。児童虐待の早期発見と被害児童の早期保護のため、

・ 度々子どもが激しく泣いている ・ 夜一人で留守番をさせられている

・ 毎日汚れた同じ服を着ている

等「虐待かも!？」と思われる児童を発見した場合は、鳥取県中央児童相談所（0857-23-
1031）、鳥取市こども家庭センター（0857-20-0122）、警察に通報してください。

児童相談所全国共通ダイヤル１８９（いちはやく）番にかけるとお近くの児童相談所
につながります。

～ 児童虐待は４種類に分類されます ～

○ 身体的虐待～ 殴る・蹴る、熱湯をかける、たばこの火を押しつける、強く揺さぶる等

○ 性的虐待 ～ わいせつな行為をする、又はわいせつな行為をさせる等

○ ネグレクト ～ 長時間車中に放置する、適切な食事を与えない、家に残したまま

度々外出する、児童を学校に行かせない等

○ 心理的虐待～ 児童の見ている前で家族に暴力を振るう、言葉による脅かし、他の

兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、児童を無視したり拒否的な態

度を示す、児童の心を傷つけるような言動をする等

児童虐待は、児童の健やかな成長を阻害し、虐待の経験が少年非行
やいじめ、引きこもり等の原因になる場合があります。皆さんの情報提
供がＳＯＳを発する子ども達の発見、保護につながります。
児童虐待のない社会を目指しましょう。

令和６年11月１日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。近年、自転車運転中
の携帯電話使用等に起因する交通事故が増えています。自転車に乗りながら携帯電話を使うこと
は禁止、最大１年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。また、自転車の酒気帯び
運転の罰則も強化され、３年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

ながらスマホ、酒気帯び運転、絶対ダメ！

（鳥取県警察本部ホームページ引用）

自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化！！



１０月１日から１１月３０日まで









鳥取県福祉保健部医療・保険課 電話 ０８５７－２６－７２０３

鳥取県立精神保健福祉センター 電話 ０８５７－２１－３０３１

鳥取市健康こども部鳥取市保健所 電話 ０８５７－３０－８５３１

鳥取県警察本部薬物１１０番 電話 ０８５７－２６－３７７４

通報先


